
入札公告 

次のとおり一般競争入札（以下「入札」という。）を行うので、香川県広域水道企業団契約規

程（平成３０年香川県広域水道企業団企業管理規程第７号。以下「規程」という。）第２７条の

規定により公告する。 

令和８年４月２０日 

香川県広域水道企業団 東讃ブロック統括センター所長 藤村 聖治 

１ 入札に付する事項 

（１） 件名 

石神浄水場乾燥汚泥収集運搬処分業務委託 

（２） 業務内容 

仕様書のとおり 

（３） 履行場所 

仕様書のとおり 

（４） 履行期間 

仕様書のとおり 

（５） 契約方法 

単価契約（契約に当たっては、入札金額積算内訳書に記載された１ｔ当たりの金額に当

該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数がある

ときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって契約金額とする。） 

なお、１０の手続きにおいて、一般競争入札共同参加資格確認申請書を提出した者が落

札者となった場合は、同申請書に記載されたグループの構成員とそれぞれ処分又は収集運

搬に係る契約を締結するものとする。 

（６） 入札方法 

かがわ電子入札システム（以下「電子入札システム」という。）による入札。 

特段の定めがある場合を除き、香川県広域水道企業団電子入札運用基準（物品等）（以下

「電子入札運用基準」という。）に従うこと。 

また、本入札は、香川県広域水道企業団物品の買入れ等における競争入札心得にかかわ

らず、入札書に記載された金額（処分業務及び収集運搬業務に係る１ｔ当たりの合計額）

により落札決定を行い、入札金額積算内訳書に記載された金額（各業務に係る１ｔ当たり

の額）により契約金額を決定する。 

なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に

相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切

り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に

係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の１１０分の

１００に相当する金額を入札書に記載すること。 



（７） 入札における留意点 

入札者は、入札に際し、処分業務と収集運搬業務のそれぞれの入札金額を明らかにした

入札金額積算内訳書を、入札書に添付して提出するものとする。 

なお、入札書と入札金額積算内訳書の金額が一致しない場合は、当該入札は失格とする。 

また、入札金額積算内訳書を提出しない場合又は入札金額積算内訳書の記載内容に不備

があって必要事項を確認し難い場合等その内容に妥当性を欠くと認められる場合は、当該

入札は、無効とする。 

２ 契約書作成の要否 

要 

３ 電子契約の可否 

可とする。 

電子契約を希望する場合は、「電子契約同意書兼メールアドレス確認書」を原則、入札時

に電子入札システムにより提出すること。 

添付場所：入札書提出画面において、「添付資料」欄に添付すること。 

電子メールで提出する場合は６の（１）に示す入札締切日時までに、５の（２）に示す

メールアドレスに電子メールで提出すること。その際、メールの件名を「電子契約同意書

兼メールアドレス確認書（件名：石神浄水場乾燥汚泥収集運搬処分業務委託）」とすること。 

４ 契約の内容を示す日時及び場所 

入札説明書及び仕様書（以下「入札説明書等」という。）を、令和８年４月２０日（月）

午前８時３０分から令和８年４月２８日（火）午後５時まで、電子入札システムにおいて

閲覧に供する。 

５ 契約の内容に関する質問の受付 

（１） 契約の内容に関する質問がある場合は、令和８年４月２８日（火）午後５時までに、(２)

に示した場所等に対し「入札説明書等に関する質問書」により行うこと。（持参、ＦＡＸ又

は電子メールで行うこと。） 

回答は、令和８年５月１日（金）午前８時３０分から午後５時まで、(２)に示した場所

にて閲覧に供するとともに、令和８年５月１日（金）午後５時までに、質問者及び本入札

参加資格者全員にＦＡＸ又は電子メールで送付する。 

（２） 連絡先、提出先及び閲覧場所 

郵便番号７６９-２４０１ 香川県さぬき市津田町津田１４６７番地５ 

香川県広域水道企業団 東讃ブロック統括センター 総務課 

電話番号：０８７９-２３-７０７２ ＦＡＸ番号：０８７９-２３-７０７５ 

電子メール：tosan-questions@union.suido-kagawa.lg.jp 



６ 入札及び開札 

（１） 電子入札システムによる入札期間 

入札開始日時 令和８年５月１１日（月）午前９時 

入札締切日時 令和８年５月１１日（月）午後４時 

（２） 開札の日時 

令和８年５月１２日（火）午前１０時００分 

（３） 開札の場所 

香川県広域水道企業団 東讃ブロック統括センター 総務課 

７ 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律（平成１４年法律第９９号）第２条第

６項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第９項に規定する特定信書便事業者によ

る同条第２項に規定する信書便（以下「信書便」という。）による入札の可否 

否とする。 

８ 入札保証金及び契約保証金 

規程第１２条各号に該当する場合は減免することができるので、減免を希望する者は令

和８年４月２８日（火）午後５時までに、入札保証金・契約保証金減免申請書を５の(２)

に示した場所に持参又は郵送（令和８年４月２８日（火）午後５時必着）で提出すること。

また、９及び１０に示す単独の者及びグループで参加する場合のいずれにおいても、処分

業務、収集運搬業務で１通ずつ、入札保証金・契約保証金減免申請書を提出すること。な

お、１０に示す提出書類と別途に提出する場合は、封筒に「入札保証金・契約保証金減免

申請書在中（件名：石神浄水場乾燥汚泥収集運搬処分業務委託）」と記載すること。 

９ 入札者の参加資格 

次に掲げる要件を満たす者であること。 

（１） 入札者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号。以下「廃  

棄物処理法」という。）に基づく産業廃棄物処分業（以下「処分業」という。）の許可を受

けている者（以下「処分業者」という。）並びに廃棄物処理法に基づく産業廃棄物収集運搬

業（以下「収集運搬業」という。）の許可を受けている者（以下「収集運搬業者」という。）

により構成されるグループ（以下「グループ」という）又は処分業の許可及び収集運搬業

の許可を受けている単独の者とし、グループで参加する場合は次の要件を満たすこと。  

ア 処分業者を代表者とし、代表者が落札者決定までの手続を行い全ての責任を負うこと。  

イ １０の手続きにおいて、グループの構成員を明らかにすること。 

ウ 入札参加確認を受けた後に、グループの構成員を変更することは認められない。 

エ グループの構成員は、単独で参加する者又は他のグループの構成員になることができ

ない。 

（２） 単独の者及びグループの構成員に求める要件 

ア 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない者



であること。 

イ 香川県広域水道企業団（以下「企業団」という。）が発注する物品の買入れ等の契約に 

係る競争入札参加資格者名簿に登載されている者であること。 

ウ 企業団が発注する物品の買入れ等の契約に係る指名停止措置を現に受けていない者で

あること。 

エ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）による更生手続開始の申立て又は民事再生

法（平成１１年法律第２２５号）による再生手続開始の申立てがなされている者でな

いこと。 

ただし、次に掲げる者は、この要件を満たすものとする。 

① 会社更生法に基づく更生手続開始の決定を受けた者 

② 民事再生法に基づく再生計画認可の決定（確定したものに限る。）を受けた者 

オ 平成２８年度以降に国（独立行政法人を含む。）又は地方公共団体が発注した本入札公

告に示す業務と同種の業務実績があること。 

１０ 入札者に要求される事項 

入札に参加を希望する者は、電子入札システムにより一般競争入札参加資格確認申請を 

行ったうえで、前記９の要件を満たすことを証明する書類（下記の提出書類）を令和８年

４月２８日（火）午後５時までに、５の（２）に示した場所に持参又は郵送（令和８年４

月２８日（火）午後５時必着）で提出し、当該書類に関し説明を求められた場合は、それ

に応じなければならない。また、電子入札システムで一般競争入札参加資格確認申請を行

うときは、処分業者を代表者として申請すること。なお、郵送の場合は、封筒に「入札参

加資格確認申請書等在中（件名：石神浄水場乾燥汚泥収集運搬処分業務委託）」と記載する

こと。 

提出された書類の審査に合格した者に限り入札に参加できるものとし、審査の結果は、

電子入札システムにより令和８年５月８日（金）までに通知する。 

【提出書類一覧】 

○ 一般競争入札参加資格確認申請書（様式－１）※単独で参加する場合。 

○ 一般競争入札共同参加資格確認申請書（様式－２）※グループで参加する場合。 

○ 平成２８年度以降で会社等が、地方公共団体等に対して、本公告に示す業務と同種の業務

実績（様式－３） 

○ 産業廃棄物処分業許可証の写し 

○ 産業廃棄物収集運搬業許可証の写し 

１１ 入札の無効 

本公告に示した入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しな 

かった者のした入札及び規程第３４条各号に掲げる場合における入札は無効とする。 

１２ 入札又は開札の取消し又は延期による損害 

天災、電子入札システムの不具合その他やむを得ない事由がある場合又は入札に関し不

正行為がある等により競争の実効がないと認められ若しくはそのおそれがあると認められ



る場合は、入札又は開札を取り消し若しくは延期することがある。この場合、入札又は開

札の取消し若しくは延期による損害は入札者の負担とする。 

１３ 落札者の決定方法 

規程第７条第１項の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で、最低価格をも

って有効な入札を行った入札者を落札者とする。 

なお、入札結果は、香川県広域水道企業団物品の買入れ等の契約に係る競争入札等の周

知及び結果の公表に関する要綱並びに電子入札運用基準に基づき公表する。 

１４ 契約締結の期限 

落札者は、企業団から契約書案の送付を受けた日から５日（休日の日数は、算入しない。）

以内に契約の締結に応じなければならない。この期間内に契約の締結に応じないときは、

その落札は無効とする。ただし、天災その他やむを得ない理由がある場合は、この期間を

延長することがある。 

１５ 予約完結権の譲渡 

落札者は、落札決定後から契約締結までの間において、予約完結権を第三者に譲渡して

はならない。 

１６ その他 

（１） 詳細は入札説明書等による。また、入札説明書等は電子入札システムから閲覧及びダウ

ンロードし、内容を確認すること。 

（２） 落札者が正当な理由がなく契約を締結しないときは、香川県広域水道企業団物品の買入

れ等に係る指名停止等措置要領（平成３０年香川県広域水道企業団告示第３号）に基づく

措置を講じる場合がある。 


